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防衛施設周辺における住宅防音事業及び空気調和機器稼働

事業の実施について（通知）



標記について、防衛施設周辺における住宅防音事業及び空気調和機器

稼働事業に関する補助金交付要綱（平成２２年防衛省訓令第１０号）第

２６条の規定に基づき、別添のとおり定めたので通知する。

なお、住宅防音工事の助成について（施本第８９５号（ＣＦＳ）。５

６．４．１）、住宅防音工事助成細部処理要領について（施本施第５１

８号。６３．７．５）、住宅防音工事の実施細目について（施本施第４

４８号。１９．８．３０）及び住宅防音事業事務処理要領について（地

防第３８９０号。２０．３．２８）は、廃止する。

また、住宅防音工事の助成についてに規定する新規防音工事で、平成

２１年度以前に補助金等交付申請書の提出があったものについては、な

お従前の例による。

添付書類：防衛施設周辺における住宅防音事業及び空気調和機器稼働事

業の実施について



防衛施設周辺における住宅防音事業及び空気調和機器稼働事業の実施について

１ 趣旨

防衛施設周辺における住宅防音事業及び空気調和機器稼働事業に関する補助金交付

要綱（平成２２年防衛省訓令第１０号。以下「交付要綱」という。）第２６条の規定

に基づき、防衛施設周辺における住宅防音事業及び空気調和機器稼働事業の実施に関

し必要な事項を定めるものとする。

２ 住宅防音工事の実施基準

交付要綱第２条第１号に規定する防音工事及び同条第２号に規定する機能復旧工事

の実施基準は、別紙第１のとおりとする。

３ 同等障害区域の設定

交付要綱第２条第６号に規定する第一種区域以外の区域であって第一種区域と同等

の障害があると認められる区域（以下「同等障害区域」という。）は、第一種区域か

ら除外された防衛施設の区域について、当該第一種区域の指定後、防衛施設の区域で

なくなった場合その他の場合に定めるものとする。

また、同等障害区域の設定方法は、別紙第２のとおりとする。

４ 住宅防音工事に係る工事費及び設計監理費の算定等

交付要綱第４条に規定する工事費及び設計監理費の算定等に係る取扱いについては、

別紙第３の定めるところにより行うものとする。

５ 住宅防音事業に関する事務処理及び個人情報の取扱い

交付要綱を実施するために必要な事務処理及び個人情報（個人情報の保護に関する

法律（平成１５年法律第５７）第２条第１項に規定する個人情報をいう。以下同じ。

）の適正な取扱いについては、別紙第４の定めるところにより行うものとする。

６ その他

地方防衛局長（東海防衛支局長を含む。以下同じ。）は、１から５までの規定によ

り難い場合は、地方協力局長と協議するものとする。



別紙第１

住宅防音工事の実施基準

１ 防音工事

防音工事の対象は、原則として住宅の居室とし、居室内におけるＬｄｅｎ値が４７

以下（ＷＥＣＰＮＬ値が６０以下）となるように、次に掲げる工事の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める基準により行うものとする。

(1) 一挙防音工事

ア 防音工事を実施していない住宅を対象とする。

イ 世帯人員（原則として、住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第６条第

１項の規定に基づき作成される住民基本台帳に登載された世帯を構成する者の数

をいう。以下同じ。）に応じ、付表第１に掲げる居室数以内の居室に対して実施

する。

(2) 追加防音工事

ア 従前の新規防音工事（防音工事を実施していない住宅を対象とする防音工事で、

補助の対象とする住宅の世帯人員にかかわらず、２居室以内の居室に対して実施

するものをいう。）のみを実施した住宅を対象とする。

イ 世帯人員に応じ、付表第１に掲げる居室数から、新規防音工事を実施した居室

数を減じた居室数以内の居室に対して実施する。

(3) 防音区画改善工事

ア 付表第２に掲げる住宅を対象とする。

イ 専用調理室（台所）、区画された玄関、廊下、浴室その他の居室以外の区画と

居室を一つの区画とし、その外郭について実施する。

ウ 防音工事を実施していない住宅にあっては、世帯人員に応じ、付表第１に掲げ

る居室数以内の居室を対象として実施する。

エ 防音工事を実施した住宅にあっては、世帯人員に応じ、付表第１に掲げる居室

数から防音工事を実施した居室数を減じた居室数以内の居室を対象として実施す

る。

オ 一挙防音工事又は追加防音工事を実施した住宅については、原則として各工事

の完了の日から起算して１０年以上経過した住宅に対して実施する。



カ 防音工事の対象となる住宅が付表第２のバリアフリー対応住宅又はフレックス

対応住宅に建て替えられる場合は、当該住宅の建て替え後の設計に基づいて、同

表の規定を適用する。

(4) 外郭防音工事

ア Ｌｄｅｎ値が７０以上（ＷＥＣＰＮＬ値が８５以上）の区域に所在する住宅（

一挙防音工事、追加防音工事又は防音区画改善工事を実施した住宅にあっては、

原則として、これらの防音工事の完了の日から起算して１０年以上経過したもの

に限る。）を対象とする。ただし、防音工事を実施していない居室がない住宅（

集合住宅の場合は住戸）にあっては、原則として、防音建具機能復旧工事と併せ

て実施する場合に限る。

イ Ｌｄｅｎ値が６２以上７０未満（ＷＥＣＰＮＬ値が７５以上８５未満）の区域

に所在する鉄筋コンクリート造系（鉄筋コンクリート造及び補強コンクリートブ

ロック造をいう。以下同じ。）の集合住宅であって防音工事を実施していない住

戸があるものを対象とする。

ウ Ｌｄｅｎ値が６２以上７０未満（ＷＥＣＰＮＬ値が７５以上８５未満）の区域

に所在し、原則として防音区画改善工事又は外郭防音工事を実施した住戸がある

鉄筋コンクリート造系の集合住宅（一団の土地に所在し管理者が同一であるもの

を含む。）であって防音工事（防音区画改善工事及び外郭防音工事を除く。）を

実施済みの住戸（一挙防音工事又は追加防音工事を実施した住戸にあっては、原

則として、これらの防音工事の完了の日から起算して１０年以上経過したものに

限る。）を対象とする。ただし、玄関建具が単板プレスドアのように芯材を使用

していない場合に限る。

エ 外郭防音工事は、世帯人員にかかわらず、原則として、家屋全体を一つの区画

とし、その外郭について実施する。

２ 機能復旧工事

機能復旧工事は、次に掲げる工事の区分に応じ、それぞれ次に定める基準により行

うものとする。

(1) 空気調和機器機能復旧工事

ア 防音工事により設置され、防音工事の完了の日から起算して１０年以上が経過

し、現にその機能の全部又は一部を保持していない空気調和機器に対して実施す

る。

イ 防音工事により設置した空気調和機器に替えて、補助事業者等自らの負担で設

置した空気調和機器は、当該防音工事により設置されたものとみなす。



ウ 防音工事を実施した居室に設置した空気調和機器（暖房機、冷暖房機及び冷房

機に限る。）を、新たに防音工事を実施する居室に移設した場合、当該機器は、

最初の防音工事により設置したものとみなす。

エ 新たに防音工事を実施する居室に空気調和機器（冷暖房機及び冷房機に限る。

）の屋内機を設置する際、防音工事により設置した空気調和機器の屋外機と接続

して使用できるようにした場合、当該屋内機は、最初の防音工事により設置した

ものとみなす。

(2) 防音建具機能復旧工事

ア 防音工事により外部開口部に設置され、防音工事の完了の日から起算して１０

年以上が経過し、現にその機能の全部又は一部を保持していない防音建具に対し

て実施する。

イ 防音工事により設置した防音建具に替えて、補助事業者等自らの負担で設置し

た防音建具は、当該防音工事により設置されたものとみなす。

３ 住宅防音工事の実施等

(1) 住宅防音工事の実施に当たっては、防音工事及び機能復旧工事のうち、初めて防

音工事を実施する住宅に配慮しつつ防音工事の促進に努めるとともに、平成１７年

度以降に第一種区域の見直しにより第一種区域を追加指定した区域における防音工

事及び防衛施設周辺告示後住宅防音事業の防音工事については、その促進に特に努

めるものとする。

(2) 住宅防音工事は、工事希望者から提出された住宅防音工事希望届（以下「希望届

」という。）を防音工事及び機能復旧工事の各工事区分で整理し、原則として希望

届の受付順に実施するものとする。

ただし、次のいずれかに該当する住宅は、優先的に実施するものとする。

ア Ｌｄｅｎ値が６６以上（ＷＥＣＰＮＬ値が８０以上）の区域に所在する住宅

イ 高齢者、乳幼児、障害者の居住する住宅

(3) 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律（昭和４９年法律第１０１号）第

５条に規定する移転の補償等を希望する者の住宅については、住宅防音工事の対象

としない。



付表第１

一挙防音工事又は追加防音工事 防音区画改善工事

世帯人員 居 室 数 世帯人員 居 室 数

１ 人 ２ 居 室

４人以下 ５ 居 室

２ 人 ３ 居 室

世帯人員に１
３ 人 ４ 居 室

を加えた居室
５人以上

４人以上 ５ 居 室

付表第２

住 宅 内 容

バリアフリー 住宅内の段差等の障害を取り除いたり、又は廊下等に手すり

対 応 住 宅 等の補助器具を設置するなど、障害者や高齢者等の生活等に配

慮された様式の住宅

フレックス 浴室、便所、専用調理室（台所）等の設備のある部分を除い

対 応 住 宅 た居室部分が、可動式の間仕切りにより区画され、家族構成又

は生活様式の変化に伴って必要とする部屋が自由に変えられる

様式の住宅

そ の 他 の 次に掲げる者が居住する住宅

対 象 住 宅 ア 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第４条に

規定する身体障害者（同法別表第２号の１から３までに掲げ

る聴覚障害又は同表第３号に掲げる音声機能、言語機能若し

くはそしゃく機能の障害を有する者を除く。）

イ 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７条第３項に規

定する要介護者

ウ 介護保険法第７条第４項に規定する要支援者

エ その者の生活上車椅子等を要する旨の医師、民生委員又は

福祉事務所の長による証明がある者その他車椅子等による生

活を余儀なくされていることが明らかである者



別紙第２

同等障害区域の設定手続

１ 同等障害区域の外郭線は、第一種区域として指定した区域を除き、その指定区域に

係る騒音コンターと重なる住宅の所在状況を勘案して、当該コンターに沿って引くも

のとする。ただし、当該コンターに沿って、街区、道路、河川等が所在する場合には、

これらに即して最小限の修正を行うことができる。

２ 地方防衛局長は、同等障害区域の設定案（以下「設定案」という。）として、付紙

様式第１による詳細図及び市町村別の区分図並びに全体図（第一種区域を含む。）を

作成するものとする。

３ 地方防衛局長は、２により作成した設定案について、地方協力局地域社会協力総括

課長と調整を行った後、関係市町村に当該市町村に係る区分図を提示の上、説明を行

うものとする。

４ 地方防衛局長は、３による関係市町村への説明後、設定案を防衛大臣に提出するも

のとする。この場合において、地方防衛局長は、その意見を付するものとする。

５ 地方防衛局長は、同等障害区域の図面を、地方防衛局又は地方防衛事務所に備え置

いて、縦覧に供するものとする。



付紙様式第１

方 位
(適当な位置)○○飛行場周辺に係る同等障害区域図

区分図の場合は、
（○○町関係）と
付記する。

防 衛 施 設

(なるべく中央に

位置すること)

凡 例

防衛施設

第一種区域
. . . .指定

同等障害区域
平. . . .

注：１ 全体図に使用する地形図は、原則として国土地理院発行の地形図（縮尺1/25,000）とする。
２ 区分図に使用する地形図は、原則として当該市町村が作成した地形図（縮尺1/10,000）とする。
３ 原則として、Ａ３サイズとする。



別紙第３

住宅防音工事に係る工事費及び設計監理費の算定等

１ 地方防衛局長は、補助事業者等が機能復旧工事において、防音工事により設置した

空気調和機器及び防音建具を設置する位置又は居室の変更（防音工事を実施した居室

への変更に限る。）を行う場合は、補助事業者等に当該変更によって生じる工事費の

差額を算定させ、その差額を補助事業者等に負担させるものとする。

２ 同一建築士事務所が同一設計を繰り返し行う場合における設計監理費の額は、次の

式により算定する。

※ この算式において、Ａ及びＮの意義は、それぞれ次のとおりとする。

Ａ １件当たりの防音工事又は機能復旧工事を実施した場合の設計監理費

Ｎ 同一建築士事務所が同一設計を実施する件数

３ 機能復旧工事に係る設計監理費は、工事の規模、内容等により特に必要と認められ

る場合に限り、補助金の交付の対象とする。

４ 地方防衛局長は、機能復旧工事に係る補助金交付申請書に添付する設計図書その他

の添付資料について、標準図その他の参考資料を作成し、適宜、補助事業者等に交付

するものとする。
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2
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別紙第４

住宅防音事業に関する事務処理及び個人情報の取扱い

１ 説明会の開催

(1) 地方防衛局長は、住宅防音事業の円滑な処理を図るため、必要に応じ、住宅防音

工事を行う住宅の所有者又は当該住宅に関する所有権以外の権利を有する者等（以

下「所有者等」という。）に対し説明会を開催するものとする。

(2) 地方防衛局長は、説明会を開催するときは、その日時、場所等を定め、所有者等

に周知するものとする。

(3) 地方防衛局長は、説明会において、次に掲げる事項について平易に説明するもの

とする。

ア 住宅防音工事の概要

イ 住宅防音事業に係る補助金（以下「住宅防音事業補助金」という。）の交付の

申請等の手続（以下「交付申請等手続」という。）

ウ 建築士事務所及び工事施工者の選定

エ 住宅防音事業に係る事務手続等に関する業務の委託

２ 住宅防音工事希望届の取扱い

(1) 住宅防音工事希望届の受付及び住宅防音工事希望者名簿の作成

地方防衛局長は、工事希望者から提出された住宅防音工事希望届について、内容

を審査し、受け付けた場合は、受付年月日を適宜の方法で付した上、受付順に管理

するとともに受け付けた住宅防音工事希望届を整理し、付紙様式第２による住宅防

音工事希望者名簿を作成するものとする。

なお、住宅防音工事希望届について、内容を審査し、受け付けない場合は、住宅

防音工事希望届を返却又は廃棄するものとする。

(2) 工事希望者等に対する通知

地方防衛局長は、工事希望者から提出された住宅防音工事希望届を受け付けた場

合は、工事希望者に対して、住宅防音工事希望届を受け付けた年月日等について、

通知するものとする。また、住宅防音工事希望届を受け付けない場合は、住宅防音

工事希望届を提出した者に対して、その理由等を通知するものとする。

３ 交付申込書の審査等

(1) 地方防衛局長は、工事希望者から交付申込書の提出を受け、現地調査を行う場合



に、次に掲げる事項を確認するものとする。

ア 生活実態及び居住状況（居住人員及び交付申込書の提出前３月以内に転入して

いる者がいる場合はその理由（特に１月以内に転入している者がいる場合は、特

段の事情））

イ 防音工事を行う住宅に現に居住している者（住宅の建て替えに併せて防音工事

を行う場合にあっては、当該建て替え後の住宅に居住することとなる者）の転居

予定

ウ 売却等の予定

エ 防音工事の実績

オ その他必要な事項

(2) 地方防衛局長は、審査の結果、住宅防音事業補助金の交付の対象として認められ

ない場合には、付紙様式第３によりその理由等を工事希望者に通知するものとする。

４ 補助事業者等への周知

地方防衛局長は、住宅防音事業及び空気調和機器稼働事業（以下「住宅防音事業等

」という。）の交付の決定等に当たっては、より一層の公正かつ厳格な執行を確保す

るとの観点から、補助事業者等に対し、偽りその他不正の手段により補助金等の交付

を受けた場合には補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律

第１７９号。以下「適正化法」という。）第１７条の規定による交付決定の取消、適

正化法第１８条の規定による補助金等の返還等の措置が講じられることとなる旨を周

知徹底するものとする。

５ 安全確保の措置

(1) 地方防衛局長は、住宅防音事業等の実施により取得した個人情報について、漏え

い、滅失又はき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じなければな

らない。

(2) 地方防衛局長は、住宅防音事業の実施に係る業務の一部を他人に委託する場合に

は、当該業務の一部を受託した者に対し、提供に係る個人情報について、漏えい、

滅失又はき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講ずることを求めな

ければならない。

６ 従事者の義務

(1) 住宅防音事業等の実施により取得した個人情報の取扱いに従事する職員又は職員

であった者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、



又は不当な目的に利用してはならない。

(2) 地方防衛局長は、住宅防音事業の実施に係る業務の一部を他人に委託する場合に

は、受託業務に従事している者若しくは従事していた者がその業務に関して知り得

た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用しないことを求

めなければならない。

７ 利用及び提供の制限

(1) 地方防衛局長は、住宅防音事業等の実施により取得した個人情報について、利用

の目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供してはならない。

(2) 地方防衛局長は、住宅防音事業の実施に係る業務の一部を他人に委託する場合に

は、提供に係る個人情報について、利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制

限を付さなければならない。



（○○防音工事）住宅防音工事希望者名簿

（フリガナ） 希 望 者 の 住 所
受付日 連絡先(電話番号)

希望者の氏名 （ ）希望者の住所と住宅防音工事を実施する住宅の所在地が異なる場合には、その住宅の所在地

1 R . . ( ) 〒

(〒 ) ( )

2 R . . ( ) 〒

(〒 ) ( )

3 R . . ( ) 〒

(〒 ) ( )

4 R . . ( ) 〒

(〒 ) ( )

5 R . . ( ) 〒

(〒 ) ( )

6 R . . ( ) 〒

(〒 ) ( )

7 R . . ( ) 〒

(〒 ) ( )

8 R . . ( ) 〒

(〒 ) ( )

9 R . . ( ) 〒

(〒 ) ( )

付紙様式第２



文 書 番 号

令 和 年 月 日

殿

防 衛 局 長
印

東 海 防 衛 支 局 長

交 付 申 込 書 の 審 査 結 果 等 に つ い て （ 通 知 ）

令 和 年 月 日 付 け を も っ て 提 出 の あ っ た 住 宅 防 音

事 業 補 助 金 の 交 付 の 申 込 み に つ い て 審 査 し た 結 果 、 下 記

１ の 理 由 に よ り 、 補 助 金 の 交 付 の 対 象 と し て 認 め ら れ な

い の で 、 通 知 し ま す 。

な お 、 補 助 金 の 交 付 を 改 め て 希 望 す る 場 合 は 、 下 記 ２

の 改 善 措 置 を 講 じ た 上 で 、 補 助 金 の 交 付 の 申 込 み を 行 う

必 要 が あ る の で 、 下 記 ３ に 連 絡 し て く だ さ い 。

ま た 、 御 不 明 な 点 が あ り ま し た ら 、 下 記 ３ に お 問 い 合

わ せ く だ さ い 。

記

１ 理 由 ：

２ 改善措置の内容 ：

３ 問 合 せ 先 ：

付紙様式第３


